
 

 

 

次のとおり新発田市職員後期採用試験(事務職(社会人経験者)）を行います。 

 

受験申込みは基本、インターネット申込により受付けます。 

※インターネット申込が出来ない方は別途問合せ先までご相談ください。 

 

１ 採用予定職種・採用予定人員及び職務内容 

採用予定職種 採用予定人員 職    務    内    容 

事務職 

（社会人経験者） 
5 名程度 行政事務に従事 

(注）事務職の採用人数については、前期試験と後期試験で５名程度を予定しています。 

 

２ 受験資格 

職種 区 分 
受      験      資      格 

年齢等 卒業区分等 

事
務
職
（
社
会
人
経
験
者
） 

大学卒 

程 度 
昭和 60年 4月 2日から

平成 9 年 4 月 1 日まで

に生まれた者であっ

て、右記の学歴及び民

間企業等での職務経験

（＊）を令和 7 年 6 月

30 日時点で満たしてい

る者 

・学校教育法に基づく 4 年制大学を卒業した者 

・職務経験年数が 4 年以上の者 

短大卒 

程 度 

・学校教育法に基づく短期大学、高等専門学校及び専門学校（修業年限 2 年以上）を卒業

した者 

・職務経験年数が 6 年以上の者 

高校卒 

程 度 
・学校教育法に基づく高等学校を卒業した者 

・職務経験年数が 8 年以上の者 

(注 1）受験申し込みは、前期試験・後期試験それぞれにおいて１職種（区分）に限ります。 

(注 2）受験資格について不明な点がある場合は、事前にお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

※ 次のいずれかに該当する者は、受験できません。 
(1) 日本の国籍を有しない者 

(2) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

(3) 新発田市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から 2 年を経過しない者 

(4) 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第 60 条から第 63 条までに規定する 

罪を犯し、刑に処せられた者 

(5) 日本国憲法施行日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを

主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 

３ 受験申込 

１.受験申込 

期間 

 

令和 7年 7月 1日（火）8時 30分～令和 7年 8月 15日（金）16時 00分まで  

令和７年度 新発田市職員後期採用試験受験案内 

事 務 職 （社会人経験者） 

（＊）職務経験について 

①各区分の受験資格を満たす学校卒業後、同一の民間企業等（自営・官公庁含む）で週 30 時間以上の勤務を 3

か月以上継続した期間が該当します（週により変動する場合は 4 週間の平均）。 

②職務経験が複数の場合は通算できますが、同一期間内に複数の職務に従事した場合は、いずれか一方のみの

職歴に限ります。また、1 つの職務経験における 1 か月未満の日数については、20 日以上の場合は 1 か月と

し、20 日未満の場合は切り捨てて通算します。 



２．受験申込 

方法 

以下の採用専用サイト「パブリックコネクト」からお申し込みください。 

※受験申込にあたっては、「パブリックコネクト」への会員登録（氏名、住所、生年月日、

電話番号、メールアドレス、自己 PR、資格・語学力、学歴・職歴の登録）が必要です。 

※通信障害等のトラブルについては一切の責任を負いませんので、余裕をもってお申込

みください。 

【事務職（社会人経験者）の受験申込】 

URL: https://public-connect.jp/job/4087 

スマートフォンの方は右のＱＲコードからもアクセスできます。 

 

 

採用専用サイト「パブリックコネクト」は、新発田市ホームページの「職員採用情報」

ページからもアクセスできます。 

URL: https://www.city.shibata.lg.jp/machidukuri/saiyo/saiyo/index.html 

スマートフォンの方は右のＱＲコードからもアクセスできます。 

 

 

 

 

３．申込内容 

（株）パブリックコネクトの会員登録に必要な氏名、住所、生年月日、電話番号、メー

ルアドレスの他、次の内容についても入力してください。 

※面接試験の際の資料として使用します。 

①学歴（高等学校入学から）、②職歴、③資格等、④校内外の諸活動等、⑥志望の動機・

アピールポイント等、⑧備考欄 

※通知等の発送を希望する住所と登録住所が異なる場合は備考欄に記入してください。 

４．申込完了メ

ールの受信 

受験申込み後、「パブリックコネクト」から受験申込完了のメールを送信します。届かな

い場合は、新発田市総務課にお問い合わせください。 

５．受験票の 

発行 

受験票は申込完了と同時に発行されます。第１次試験以降、試験受付時にモバイル端末

等により画面を提示するか、各自出力の上ご持参ください。 

６．職務経歴書

の提出 

申込完了５日以内に、「パブリックコネクト」から「職務経歴書」の提出依頼のメールを

送付いたします。メール記載の期限内にご提出ください。 

 



４ 試験日時及び試験会場 

区 分 試験日 時 間 会   場 

第１次試験 ９月２０日(土) 

＜総合能力試験＞ 

【受付時間】 

午前 9 時 10 分から午前 9時 25 分まで 
※試験終了時刻は正午頃の予定です。 新発田市本庁舎 

(新発田市中央町 3-3-3) 

 
＜面接試験＞ 

午後に実施 

※受付時間等、詳細については申込締切後、

個別にご案内します。 

第２次試験 

 

１０月２７日（月）（予定） ※詳細は、第１次試験合格発表のときに通知します。 

 

 

５ 受験に当たっての注意事項 
(1) 受付時間までに来られないときは、受験できません。 

(2) 第１次試験日当日は、以下のものを忘れずに持参してください。 

○ 受験票（モバイル端末による提示可） 

○ HB の鉛筆（又はシャープペンシル）、消しゴム及び鉛筆削り 

(3) 市本庁舎第３駐車場、第４駐車場を利用できます。ただし、駐車台数に限りがありますので、御

了承ください。また、駐車場内で発生したトラブル等には一切責任を負いかねます。 

(4) 運行されている公共交通機関には限りがあります。あらかじめ、運行時間などを御確認の上、受

付時間に遅れないようにお越しください。 

 

 

６ 試験の方法 

※試験内容については予定であり、変更となることもありますので御了承ください。 

 

７ 合格者の発表 

区   分 日   時 方        法 

第１次試験の合格発表 10 月上旬（予定） 

第１次試験結果は「パブリックコネクト」から本人にメールで通

知するとともに、新発田市ホームページでも合格者の受験番号を

掲載します。 

第２次試験の合格発表 
11 月中旬（予定） 

※発表の日時、方法については第２次試験実施の際に通知します。 

※ 新発田市ホームページ https://www.city.shibata.lg.jp に掲載の｢職員採用情報｣を御覧ください。 

 

 

８ 試験結果の情報提供について 
 この試験の受験者は、試験の結果について、次のとおり閲覧することができます。閲覧を希望する場合

は、受験者本人が受験票及び受験者本人であることを証明できるもの（運転免許証、旅券、健康保険の被

保険者証、学生証（在学中の場合に限る。）、マイナンバーカード）を必ず持参のうえ、直接総務課（市本

庁舎５階）へおいでください。 

区分 試験科目 内          容 

第１次試験 

総合能力試験 

（約 110 分） 

総合能力試験（ＳＰＩ３） 

・基礎能力試験（言語的理解、論理的思考、数量的処理に関する能力） 

・適性検査 

面接試験 個別面接により、人柄などの人物像を評価します。 

第２次試験 

面接試験 個別面接により、人柄などの人物像を評価します。 

小論文 小論文の内容から、課題に対する発想力、思考力、表現力等を評価します。 



対象者 提供内容 提供期間 閲覧可能場所 

第１次試験の不合格者 
第１次試験の総合得点及び

総合順位 

第１次試験の合格発表日 

から１か月間 
新発田市総務課 

（新発田市役所本庁舎５階） 

第２次試験の受験者 

第１次試験の総合得点及び

総合順位並びに第２次試験

の総合順位 

第２次試験の合格発表日

から１か月間 

(注 1) 郵送、電話等による請求はできません。 

(注 2) 土曜日、日曜日及び祝日は受付できません。 

 

 

９ 採用予定時期 
 令和８年４月１日 

 
 

１０ 給 与                           （令和 7年 4月１日現在） 

区       分 初     任     給 

４年制大学卒業者 ２２０，０００円 

短期大学卒業者 ２０４，４００円 

高等学校卒業者 １８８，０００円 

  新発田市一般職の職員の給与に関する条例による新規学校卒業者の初任給です（各人の経歴、学歴等により

金額が加算される場合があります。）。この他、期末手当、勤勉手当及び状況により扶養手当、住居手当、通勤

手当等が支給されます。 

 

 

１１ 採用されない場合 

 履歴書、その他提出書類に虚偽の記載をしていることが判明した場合は、採用されません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～ 採用試験についての問い合わせ先 ～ 

新 発 田 市 総 務 課 人 事 係 
〒957－8686 新発田市中央町 3 丁目 3 番 3 号 新発田市本庁舎 5 階 

TEL（0254）28－9520（総務課直通） 

E メール：jinji@city.shibata.lg.jp 

【新発田市ホームページ】 

https://www.city.shibata.lg.jp に掲載の｢職員採用情報｣をご覧ください。 
 

自らの意思と力で就職活動をしている方を採用するため、問い合わせは 

原則、受験者本人からお願いします。 
 

 


